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1 

幹事会 １２０ 

 
 
 

提     案 

 
 

東日本大震災対策委員会における分科会の運営要綱の一部改正について 

 
 
１ 提案者  東日本大震災対策委員会委員長 

 
２ 議 案  東日本大震災対策委員会における分科会の運営要綱の一部改正 

 
３ 提案理由 東日本大震災対策委員会に分科会を設置することに伴い、運営要綱

を一部改正する必要があるため。 
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東日本大震災対策委員会運営要綱（平成 23 年 3 月 23 日日本学術会議第 118 回幹事会決定）の一部を次のように改正する。

次表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように

改める。 

 
改 正 後 改 正 前 

（略） 

 

（分科会） 

第５ 委員会に、次の表のとおり分科会をおく。 

 

分科会 調査事項 構成 設置期限 

放射線の健康へ

の影響と防護分

科会 

福島第１原子力発電

所の事故を起因とし

た放射線の健康へ影

響と防護対策に関す

る事項について 

若 干 名 の

会 員 又 は

連携会員 

平成 23 年 9 月 30

日 

被災地域の復興

グランド・デザイ

ン分科会 

被災地域の復興につ

いて、基本的考え方

及び都市基盤、環境

保全・防災、危機管

理システムなどの全

般にわたる総合的プ

ランに関する事項に

ついて 

 

若 干 名 の

会 員 又 は

連携会員 

平成 23 年 9 月 30

日 

（略） 

 

（分科会） 

第５ 委員会に、次の表のとおり分科会をおく。 

 

分科会 調査事項 構成 設置期限 

放射線の健康へ

の影響と防護分

科会 

福島第１原子力発

電所の事故を起因

とした放射線の健

康へ影響と防護対

策に関する事項つ

いて 

若干名の

会員連携

会員 

平成 23 年 9 月 30

日 

 

 

（略） 
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エネルギー政策

の選択肢分科会 

２１世紀を見通した

日本のエネルギー政

策に関する事項につ

いて 

若 干 名 の

会 員 又 は

連携会員 

平成 23 年 9 月 30

日 

 

（略） 

附 則 
 この決定は、決定の日から施行する。 
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（様式） 

 

東日本大震災対策委員会分科会の設置について 

 

分科会等名：被災地域の復興グランド・デザイン分科会  

 

１ 所属委員会名 東日本大震災対策委員会 

２ 委員の構成 若干名の会員又は連携会員 

３ 設 置 目 的 平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災は、東北地方沿岸部を

始めとする多くの地域で尊い人命を奪い、生活基盤、社会イ

ンフラ、産業等に大きな被害・損害を与えた。 

地震発生後、ほぼ１ヶ月となり、被災地域では復旧のステ

ージから、復興のステージに移りつつある。しかし、その復

興においては、単に現状復帰することを目指すのではなく、

被災された方々が希望と安心と誇りをもって生活が出来る

ように、また、今回のような自然災害等による被害・損害を

二度と受けないように、復興を進める必要がある。 

このため、政府および国会でこれから検討の対象となる被

災地域の復興について、基本的考え方および都市基盤、産業

と雇用、教育・文化、福祉・医療、行政システム、危機管理

システムなどの全般にわたる総合的なプランを示すことを

この分科会の設置目的とする。 

４ 審 議 事 項 政府および国会でこれから検討の対象となる被災地域の復

興について、基本的考え方および都市基盤、産業と雇用、教

育・文化、福祉・医療、行政システム、危機管理システムな

どの全般にわたる総合的なプランを示す 

５ 設 置 期 間 時限設置 平成 23 年 4 月 8 日～平成 23 年 9 月 30 日 

常  設 

６ 備    考 6 月上旬までに中間報告をまとめることを当面の目標とし、

メール等による審議も活用する。 
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（様式） 

東日本大震災対策委員会分科会の設置について 

 

分科会等名：エネルギー政策の選択肢分科会  

 

１ 所属委員会名 東日本大震災対策委員会 

２ 委員の構成 若干名の会員又は連携会員 

３ 設 置 目 的 東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所から

の放射性物質の流出・放出という事態は、国民及び政府に原

子力発電の安全性に対する不信感を増大させた。これは、今

後の原子力発電所の新設・増設計画にも大きな影響を与える

ものと理解される。また、現在、多くの原子力発電所・火力

発電所が運転を停止しており、東京電力等では需要に応じた

電力供給ができず、経済活動・国民生活へ多大な影響を与え

ている。 

一方、蓄電技術、電力ネットワーク技術、自然エネルギー

等の電力変換技術等の発展には目を見張るものがある。 

このような状況の下、現在のエネルギー政策の在り方を再

検討する必要性が出てきた。 

そこで、日本学術会議では、２１世紀を見通した日本のエ

ネルギー政策について、国内外の情勢、エネルギー源の持続

可能性、地球環境保全、経済的合理性、技術的安全性などを

総合的に検討し、複数の選択可能性とその選択による国民生

活・経済活動等の有り様を提示することにより、政府による

検討に資することを目的とする。 

４ 審 議 事 項 21 世紀を見通した日本のエネルギー政策について、国内外

の情勢、エネルギー源の持続可能性、地球環境保全、経済的

合理性、技術的安全性、社会の意識などを検討し、選択の可

能性を示す。 

５ 設 置 期 間 時限設置 平成 23 年 4 月 8 日～平成 23 年 9 月 30 日 

常  設 

６ 備    考 6 月上旬までに中間報告をまとめることを当面の目標とし、

メール等による審議も活用する。 
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